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障害者総合支援法 

「指定居宅介護・指定重度訪問介護」重要事項説明書 

当事業所は、契約者に対して障害者総合支援法に基づく指定居宅介護・指定重度訪問介護サービスを

提供します。 

事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上注意して頂きたいことを次のとおり説明 

します。 

１．事業者 

（１）法人名        株式会社ハートサービス 

（２）法人所在地     岐阜県大垣市矢道町１丁目２３番地 

（３）電話番号       ０５８４－９３―０８１０ 

（４）代表者氏名     代表取締役 清水 洋一 

（５）ホームページ  http://www.heart-gp.org/sv-top/ 

 

２．ご利用事業所 

（１）事業所の種類 

  居宅介護・重度訪問介護  

平成３０年１０月１日指定（岐阜県２１１２１０００５８号） 

（２）事業所の名称  ハートサービス 

（３）事業所の所在地 岐阜県大垣市矢道町１丁目２３番地 

（４）電話番号    ０５８４－９３－３１３１ 

（５）開設年月       平成１２年４月１日 

（６）サテライト事業所の名称  

住宅型有料老人ホーム ハートサービス中川  

（７）事業所の所在地 岐阜県大垣市中川町２丁目１０８８番地１０ 

（８）電話番号    ０５８４－８２－０３３０ 

（９）サテライト事業所の名称 

           サービス付き高齢者向け住宅 ハートサービス長松 

（１０）事業所の所在地 岐阜県大垣市長松町鼠原８６８番地 

（１１）電話番号   ０５８４－８４－３５１０ 

 

３．事業の目的と運営方針 

（１）事業の目的 

指定居宅介護・指定重度訪問介護は、障害者総合支援法に基づき、訪問介護員が身体障害者

に対し、適正な居宅介護サービスを提供することを目的として、サービスを提供します。 

（２）運営の方針 

    契約者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ

るよう、必要な日常生活上の世話を行うことにより、契約者の社会的孤立感の解消及び心身の

機能の維持並びに契約者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るとともに、関係市町村、

地域の保健・医療・福祉サービス機関との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努め

ます。 

http://www.heart-gp.org/sv-top/
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４．職員の配置状況 

当事業所では、契約者に対してサービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

＜主たる事業所＞ ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職  種 計 常勤 非常勤 
専従 

兼務 
業務内容 資格別人員 

１． 管理者 1 1 0 兼務 業務の統括 介護福祉士  1名 

２． サービス提供 

責任者 
3 3 0 

専従 2 

兼務 1 
訪問介護員の指導等 介護福祉士  3名 

３． 訪問介護員 19   3 16 
専従 16   

兼務 3  
サービスの提供 

介護福祉士  8名 

ヘルパー2級 9名 

初任者    2名 

４． 事務職員 1 0 1 専従 必要な事務 
 

 

 

＜サテライト事業所＞（住宅型有料老人ホーム ハートサービス中川） 

職  種 計 常勤 非常勤 
専従 

兼務 
業務内容 資格別人員 

１．サービス提供 

責任者 
1 0 1 兼務 訪問介護員の指導 介護福祉士 1名 

２．訪問介護員   11   0 11 
兼務 1 

専従 10 
サービスの提供 

介護福祉士   3名 

ヘルパー2級  4名 

初任者    3名 

看護師     1名 

３. 夜警 4 0 4 専従 夜間の警備  

 

 

＜サテライト事業所＞（サービス付高齢者向け住宅 ハートサービス長松） 

職  種 計 常勤 非常勤 
専従 

兼務 
業務内容 資格別人員 

１.訪問介護員   10  0 10 兼務 サービスの提供 

介護福祉士   3名 

ヘルパー2級   3名 

初任者    2名 

看護師     2名 

２.夜警 2 0 2 専従 夜間の警備 
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５．営業日及び営業時間 

営業日 毎 日 

営業時間 ２４時間（事業所勤務時間は、８：３０～１７：３０） 

※事業所勤務時間外は、電話等により常時連絡が可能な体制とします。 

６．指定居宅介護・指定重度訪問介護を提供する主たる対象者  

身体障害者（１８歳未満の者を除く。） 

７．当事業所が提供するサービス利用料金 

(1) サービス提供時間は、原則として身体介護は３時間まで、家事援助は１時間３０分まで、 

   通院介助についても同様です。 

(2) サービスごとの昼間時間帯（午前８時～午後６時）の料金は次のとおりです。  

当社のサービス利用料金は、厚生労働省が告示している額です。          

身体介護 

（注１） 

サービスに要す

る時間 
30分未満 

30分以上     

1時間未満 

１時間以上     

１時間 30分未満 

3時間以上 

（896単位に３０分を

増すごとに） 

介護費〈単位〉 ２５５ ４０２ ５８４ ８３ 

家事援助 

（注２） 

サービスに要す

る時間 
30分未満 

30分以上    

45分未満 

45分以上    

1時間未満 

1時間 30分以上 

（302単位に 15分を

増すごとに） 

介護費〈単位〉 １０５ １５２ １９６ ３５ 

 

 

重度訪問介護 

サービスに要す

る時間 

１時間 30分以上     

2時間未満 

2時間以上     

2時間 30分未満 
2時間 30分以上     

3時間未満 
3時間以上     

3時間 30分未満 

介護費〈単位〉 ３９９ ４９８ ５９８ ６９６ 

 （注１）身体介護を伴う通院介助の場合も同額です。 

（注２）身体介護を伴わない通院介助の場合は家事援助の利用料金表の３０分毎（３０分未満、 

１時間未満、１時間３０分未満）と同額です。 

※１「サービスに要する時間」とは、居宅介護計画に位置付けられた内容の居宅介護を行う 

    のに要する標準的な時間です。 

※２ 昼間時間帯以外の時間帯でサービスを行う場合は、次の割合で利用料金に割増料金が加算されま 

す。割増料金は、介護給付費の支給限度額の範囲内であれば、介護給付費の給付対象となります。 

    ○夜間（午後６時から午後１０時まで） ２５％ 

    ○早朝（午前６時から午前８時まで）  ２５％ 

    ○深夜（午後１０時から翌日の午前６時まで） ５０％ 

※３ 契約者の同意の上で２人の訪問介護員がサービスを行う場合は、通常の利用料金の２倍の料金と

なります。 

※４ 契約者が未だ市町村から支給量の決定を受けていない場合は、サービス利用料金の全額を一旦お 

支払いいただきます。市町村から支給量の決定を受けた後、自己負担額を除く金額が、市町村か
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ら払い戻されます。（これを「償還払い」といいます。） 

※５ 契約者に対し１か月分の利用料について、サービス提供の翌日１０日に請求書を発行いたします 

ので、請求書を受け取られた月の末日までにお支払下さい。 

自動口座振替でお支払いの方は、各金融機関指定の振替日に自動口座振替させていただきます。

ご入金・自動口座振替の確認ができましたら、領収書を発行いたします。 

※６ 訪問時不在の場合は、キャンセル料として１回あたり５００円徴収します。 

※７ 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、令和３年９月末日までの

間、基本報酬に 0.1％上乗せします。 

8．緊急時の対応方法 

（１）緊急連絡等 

訪問介護員等は、訪問介護実施中に契約者の症状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速

やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、ご家族等に速やかに連絡します。 

（２）救急車等の手配 

 緊急事態発生時でご家族等あらかじめ決められた緊急連絡先との連絡が取れない場合は、事業

者の判断で搬送先等を決定します。  

 

9．身体拘束の禁止 

原則として、契約者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。 

ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に契約者及びその家族へ

十分な説明を行い、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際の契約者の心身の状況並びに

緊急やむをえない理由について記録します。 

 

10．虐待防止の為の措置 

 事業者は、契約者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の設置を講ずるよう努めるものとする。 

（1）虐待防止に関する責任者の選定及び設置 

（2）成年後見制度の利用支援 

（3）苦情解決体制の整備 

（4）従事者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修実施 

 

11．事故発生時の対応 

サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、関係医療機関等への連絡を行うなど必要

な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、賠償すべき事故の場合には、

損害賠償を速やかに行います。事業者は損害賠償責任に必要な保険に加入しています。 

  但し、契約者の故意又は重大な過失が認められる場合は、事業者の損害賠償責任を減じることが

できるものとします。 

 

12. 通常の実施地域 

通常の実施地域は、大垣市、垂井町、養老町、神戸町、池田町とします。  
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13. 介護給付費の請求のための証明書の交付 

サービス提供証明書が必要な場合は、いつでも交付しますのでお申出ください。 

14．苦情の受付について 

（１）当事業所における苦情の受付 

 ○苦情受付窓口（担当者）  

    ［職 名］  管理者  藤田 典子 

    ○受付時間   毎週月曜日～金曜日  ８：３０～１７：３０ 

            緊急の場合はこの限りではありません。 

２）行政機関その他苦情受付機関 

契約者が居住する市町村役場 大垣市役所 ０５８４－８１－４１１１（代） 

養老町役場 ０５８４－３２－１１００（代） 

垂井町役場 ０５８４－２２－１１５１（代） 

神戸町役場 ０５８４－２７－３１１１（代） 

池田町役場 ０５８５－４５－３１１１（代） 

岐阜県運営適正化委員会 

（社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会内） 

電話番号  ０５８－２７８－５１３６ 

受付時間  平日９：００～１７：００ 

岐阜県国民健康保険団体連合会 

（介護保険苦情相談窓口） 

電話番号  ０５８－２７５－９８２６ 

受付時間  平日９：００～１７：００ 

 

15．個人情報の提供に係る同意書 

契約者及びその家族の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲内で 

使用することもあります。 

（１） 医療上、緊急の必要がある場合、医療機関等に個人に関する心身の状況等の情報を提供 

すること、並びに付随して家族の情報を提供すること。 

 （２）介護計画作成及び見直し等を行うサービス担当者会議等において、個人に関する心身状況等

の情報を提供すること、並びに付随して家族の情報を提供すること 

（３）その他サービスの質の向上を目的とした会議等のために、個人及び家族の情報を用いる 

こと 

 ＜個人情報の提供に係る事業所の遵守事項＞ 

（１） 個人情報の提供は、必要最小限とし提供にあたっては、関係者以外に情報が漏れないよ 

う細心の注意を払います。 

（２） 当事業所は、提供の同意を得た資料を厳重に管理し、適正な保管に努めます。 

16．重要事項の閲覧について 

この重要事項については、ホームページ及び事業所受付にて閲覧できます。 

 

17．写真・動画に係る同意書 

   当事業所における催し物等での写真撮影およびビデオ撮影した写真（画像）を事業所が発行 

する広報誌等に使用させていただきます。 

  □同意する       □同意しない 


